
道
路
運
送
法
施
行
規
則
及
び
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

一

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
報
告
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２
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○

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
七
十
八
条
第
二
号
の
者
）

（
法
第
七
十
八
条
第
二
号
の
者
）

第
四
十
八
条

法
第
七
十
八
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

第
四
十
八
条

法
第
七
十
八
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
格
を
有
し
な
い
社
団
で
あ
つ
て
、
代
表
者
の
定

（
新
設
）

め
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
代
表
者
が
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
も
の

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
）

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
）

第
四
十
九
条

法
第
七
十
八
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
旅
客
の
運
送
は

第
四
十
九
条

法
第
七
十
八
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
旅
客
の
運
送
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

二

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
特
定
非

定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
特
定
非

営
利
活
動
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

営
利
活
動
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
そ
の
他
の
交

十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
そ
の
他
こ
れ

通
が
著
し
く
不
便
な
地
域
に
お
い
て
行
う
、
当
該
地
域
内
の
住
民
、
そ
の
親
族

に
類
す
る
地
域
に
お
い
て
行
う
、
当
該
地
域
内
の
住
民
、
そ
の
親
族
そ
の
他
当

そ
の
他
当
該
地
域
内
に
お
い
て
日
常
生
活
に
必
要
な
用
務
を
反
復
継
続
し
て
行

該
地
域
内
に
お
い
て
日
常
生
活
に
必
要
な
用
務
を
反
復
継
続
し
て
行
う
者
で
あ

う
者
で
あ
つ
て
第
五
十
一
条
の
二
十
五
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ

つ
て
第
五
十
一
条
の
二
十
五
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
同
伴
者

の
同
伴
者
の
運
送
（
以
下
「
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
」
と
い
う
。
）

の
運
送
（
以
下
「
過
疎
地
有
償
運
送
」
と
い
う
。
）

三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
自
動
車
を
使
用
し
て

三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
自
動
車
を
使
用
し
て

行
う
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
他
人
の
介
助
に
よ
ら
ず
に
移
動
す
る
こ
と
が
困

行
う
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
他
人
の
介
助
に
よ
ら
ず
に
移
動
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
単
独
で
タ
ク
シ
ー
（
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
単
独
で
タ
ク
シ
ー
（
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化

特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
タ
ク
シ
ー
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難

る
タ
ク
シ
ー
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
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な
者
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
第

な
者
で
あ
つ
て
第
五
十
一
条
の
二
十
五
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ

五
十
一
条
の
二
十
五
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
付
添
人
の
運
送

の
付
添
人
の
運
送
（
以
下
「
福
祉
有
償
運
送
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
福
祉
有
償
運
送
」
と
い
う
。
）

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

２

当
該
区
域
又
は
地
域
の
交
通
が
著
し
く
不
便
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
交
通
手
段
の

（
新
設
）

確
保
を
図
る
こ
と
が
必
要
な
事
情
が
あ
る
こ
と
を
当
該
区
域
又
は
地
域
を
管
轄
す

る
市
町
村
長
が
認
め
た
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
運
送
を
行
う
者
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
旅
客
の
運
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
送
を
行
う
者

当
該
区
域
へ
の
来
訪
者
又
は
当
該

区
域
の
滞
在
者

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
運
送
を
行
う
者

当
該
地
域
へ
の
来
訪
者
又
は
当
該

地
域
の
滞
在
者
の
う
ち
当
該
地
域
内
に
お
い
て
日
常
生
活
に
必
要
な
用
務
を
反

復
継
続
し
て
行
う
者
で
な
い
者
（
同
号
の
同
伴
者
を
除
く
。
）

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
運
送
を
行
う
者

身
体
障
害
者
等
の
う
ち
第
五
十
一

条
の
二
十
五
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
者
及
び
そ
の
付
添
人

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別
）

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別
）

第
五
十
一
条

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自

第
五
十
一
条

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自

家
用
有
償
旅
客
運
送
の
別
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

家
用
有
償
旅
客
運
送
の
別
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送

二

過
疎
地
有
償
運
送

三

（
略
）

三

（
略
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
五
十
一
条
の
二

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
五
十
一
条
の
二

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

路
線
又
は
運
送
の
区
域
（
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送

一

路
線
又
は
運
送
の
区
域
（
過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て

に
あ
つ
て
は
、
運
送
の
区
域
）

は
、
運
送
の
区
域
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

（
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
五
十
一
条
の
三

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

第
五
十
一
条
の
三

法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ

一

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

つ
て
は
、
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役
員
の
名
簿
（

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
役
員
の
名
簿
（
第
四
十
八

第
四
十
八
条
第
二
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず

条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
）

る
も
の
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ

五

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

つ
て
は
、
第
五
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ

第
五
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
る
こ

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

と
を
証
す
る
書
類

六
～
十
二

（
略
）

六
～
十
二

（
略
）

十
三

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
、
運
送
し

十
三

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
、
運
送
し
よ
う
と
す

よ
う
と
す
る
旅
客
の
名
簿

る
旅
客
の
名
簿

（
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
合
意
し
て
い
な
い
と
き
）

（
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
合
意
し
て
い
な
い
と
き
）

第
五
十
一
条
の
七

法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
合
意
し
て
い
な
い
と
き

第
五
十
一
条
の
七

法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
合
意
し
て
い
な
い
と
き

と
は
、
市
町
村
運
営
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
法
第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

と
は
、
市
町
村
運
営
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
法
第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

登
録
の
申
請
に
係
る
当
該
運
送
に
つ
い
て
地
域
公
共
交
通
会
議
又
は
協
議
会
に
お

登
録
の
申
請
に
係
る
当
該
運
送
に
つ
い
て
地
域
公
共
交
通
会
議
又
は
協
議
会
に
お

い
て
、
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
同
条
の
規

い
て
、
過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
あ
つ
て
は
同
条
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
登
録
の
申
請
に
係
る
当
該
運
送
に
つ
い
て
運
営
協
議
会
（
地
域
住
民
の

登
録
の
申
請
に
係
る
当
該
運
送
に
つ
い
て
運
営
協
議
会
（
地
域
住
民
の
生
活
に
必

生
活
に
必
要
な
旅
客
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運

要
な
旅
客
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運

送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
に
一
又
は
複
数
の
市
町
村
長

送
に
関
す
る
協
議
を
行
う
た
め
に
一
又
は
複
数
の
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事

又
は
都
道
府
県
知
事
が
主
宰
す
る
協
議
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
協

が
主
宰
す
る
協
議
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
な
い

議
が
調
つ
て
い
な
い
と
き
と
す
る
。

と
き
と
す
る
。

（
運
営
協
議
会
の
構
成
員
等
）

（
運
営
協
議
会
の
構
成
員
等
）

第
五
十
一
条
の
八

運
営
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
構
成
す
る
も
の
と
す

第
五
十
一
条
の
八

運
営
協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
構
成
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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六

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す
る
区
域

六

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す
る
区
域

内
に
お
い
て
現
に
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
を
行
つ
て

内
に
お
い
て
現
に
過
疎
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
を
行
つ
て
い
る
特
定

い
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等

非
営
利
活
動
法
人
等

２

（
略
）

２

（
略
）

３

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
九
条

３

運
営
協
議
会
を
主
宰
す
る
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
九
条

の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
に
係
る
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
又
は
福
祉

の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
に
係
る
過
疎
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送

有
償
運
送
に
つ
い
て
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
申
請

に
つ
い
て
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
申
請
者
の
意
見

者
の
意
見
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。

を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
登
録
）

（
変
更
登
録
）

第
五
十
一
条
の
十
一

（
略
）

第
五
十
一
条
の
十
一

（
略
）

２

前
項
の
変
更
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

２

前
項
の
変
更
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
を
行
う
者
が
法
第
七
十
九

三

過
疎
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
を
行
う
者
が
法
第
七
十
九
条
の
二
第

条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
、
又
は
第
五
十
一
条
の
二
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
、
又
は
第
五
十
一
条
の
二
第
一
号
に
掲

一
号
に
掲
げ
る
運
送
の
区
域
を
増
加
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
又
は

げ
る
運
送
の
区
域
を
増
加
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
又
は
増
加
に
つ

増
加
に
つ
い
て
、
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

い
て
、
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

書
類

四

登
録
証

四

登
録
証

３

（
略
）

３

（
略
）

（
軽
微
な
事
項
の
変
更
の
届
出
等
）

（
軽
微
な
事
項
の
変
更
の
届
出
等
）

第
五
十
一
条
の
十
三

法
第
七
十
九
条
の
七
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽

第
五
十
一
条
の
十
三

法
第
七
十
九
条
の
七
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

微
な
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別
（
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有

二

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別
（
過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
の

償
運
送
の
双
方
を
行
う
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
が
、
公
共
交
通
空
白
地
有
償

双
方
を
行
う
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
が
、
過
疎
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償

運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
の
い
ず
れ
か
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
限
る

運
送
の
い
ず
れ
か
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

。
）

三
～
六

（
略
）
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三
～
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
の
掲
示
等
）

（
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
の
掲
示
等
）

第
五
十
一
条
の
十
四

（
略
）

第
五
十
一
条
の
十
四

（
略
）

２

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
う
自
家
用
有
償
旅
客
運

２

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
う
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、

送
者
は
、
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
旅
客
に
対
し
書
面
の
提

旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
旅
客
に
対
し
書
面
の
提
示
そ
の
他

示
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る

適
切
な
方
法
に
よ
り
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
同

と
き
も
同
様
と
す
る
。

様
と
す
る
。

（
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
の
基
準
）

（
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
の
基
準
）

第
五
十
一
条
の
十
五

法
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
の
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
の

第
五
十
一
条
の
十
五

法
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
の
旅
客
か
ら
収
受
す
る
対
価
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
係
る
対
価
に
あ
つ
て
は

三

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
に
係
る
対
価
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地

、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
運
賃
及
び
料
金
を

域
に
お
け
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
運
賃
及
び
料
金
を
勘
案
し
て

勘
案
し
て
、
当
該
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
が
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
と
は
認

、
当
該
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
が
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な

め
ら
れ
な
い
妥
当
な
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が

い
妥
当
な
範
囲
内
で
あ
り
、
か
つ
、
運
営
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い

調
つ
て
い
る
こ
と
。

る
こ
と
。

（
運
転
者
台
帳
及
び
運
転
者
証
）

（
運
転
者
台
帳
及
び
運
転
者
証
）

第
五
十
一
条
の
十
九

（
略
）

第
五
十
一
条
の
十
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
う
自
家
用
有
償
旅
客
運

３

過
疎
地
有
償
運
送
及
び
福
祉
有
償
運
送
を
行
う
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、

送
者
は
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
に
運
転
者
を
乗
務
さ
せ
る
と
き
は
、
次

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
に
運
転
者
を
乗
務
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
運
転
者
の
写
真
を
は
り
付
け
た
運
転
者

事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
運
転
者
の
写
真
を
は
り
付
け
た
運
転
者
証
を
作
成

証
を
作
成
し
、
こ
れ
を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
、
又
は
当
該
自
家
用
有

し
、
こ
れ
を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
、
又
は
当
該
自
家
用
有
償
旅
客
運

償
旅
客
運
送
自
動
車
内
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

送
自
動
車
内
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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（
旅
客
の
名
簿
）

（
旅
客
の
名
簿
）

第
五
十
一
条
の
二
十
五

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
を
行
う

第
五
十
一
条
の
二
十
五

過
疎
地
有
償
運
送
又
は
福
祉
有
償
運
送
を
行
う
自
家
用
有

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、
そ
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
旅
客
に
つ

償
旅
客
運
送
者
は
、
そ
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
旅
客
に
つ
い
て
、
次

い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
名
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
事
務
所
に
備
え

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
名
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
事
務
所
に
備
え
て
置
か
な

て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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改

正

案

現

行
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○
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
報
告
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行
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